
本会議質疑内容本会議質疑内容本会議質疑内容本会議質疑内容本会議質疑内容本会議質疑内容本会議質疑内容本会議質疑内容本会議質疑内容本会議質疑内容

　
令
和
５
年
５
月
16
日
、
議
会
改
選
後

初
の
臨
時
議
会
（
会
期
１
日
）
が
開
催

さ
れ
、
議
長
・
副
議
長
、
議
会
運
営
委

員
の
選
任
に
つ
い
て
、
常
任
委
員
の
選

任
に
つ
い
て
、
利
根
川
栗
橋
流
域
水
防

事
務
組
合
議
会
議
員
の
選
挙
に
つ
い
て
、

広
域
利
根
斎
場
組
合
議
員
の
選
挙
に
つ

い
て
、
埼
玉
東
部
消
防
組
合
議
会
議
員

の
選
挙
に
つ
い
て
等
の
議
会
構
成
（
前

掲
載
）
を
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

　
市
長
提
出
議
案
で
は
、
専
決
処
分
４

件
（
幸
手
市
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例
、
幸
手
市
都
市
計
画
税
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例
、
幸
手
市
国
民

健
康
保
険
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例
、
令
和
５
年
度
幸
手
市
一
般
会
計

補
正
予
算
（
第
２
号
））
の
承
認
を
求

め
る
こ
と
に
つ
い
て
、
令
和
４
年
度
中

に
設
定
し
た
６
件
（
事
故
繰
り
越
し
１

件
含
む
）
の
繰
越
明
許
事
業
に
関
す
る

繰
り
越
し
計
算
書
の
報
告
が
あ
り
ま
し

た
。

　
６
月
定
例
会
は
、
６
月
１
日
か
ら
22

日
間
の
日
程
で
開
か
れ
、
市
長
提
出
議

案
、
第
34
号 

幸
手
市
税
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例
、
第
35
号 

幸
手
市
印
鑑

登
録
及
び
証
明
に
関
す
る
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例
、
第
36
号 

令
和
５

年
度
幸
手
市
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第

３
号
）、
第
37
号 

固
定
資
産
評
価
員
の

選
任
に
つ
い
て
の
４
件
を
可
決
・
同
意

し
ま
し
た
。
請
願
第
１
号 

学
校
給
食

の
完
全
無
償
化
に
関
す
る
件
、
請
願
第

２
号 
18
歳
ま
で
の
医
療
費
を
完
全
無

料
化
に
関
す
る
こ
と
を
求
め
る
件
は
審

査
の
結
果
、
不
採
択
と
な
り
ま
し
た
。

ま
た
、
追
加
議
案
と
な
っ
た
監
査
委
員

の
選
任
に
つ
い
て
は
不
同
意
と
な
り
ま

し
た
。
さ
ら
に
、
議
会
最
終
日
の
22
日

決
議
案
第
２
号
枝
久
保
喜
八
郎
議
長
に

対
す
る
不
信
任
決
議
案
が
提
出
さ
れ
可

決
さ
れ
ま
し
た
。

質

　疑

改
選
後
　初
の
臨
時
議
会

　枝久保喜八郎議長は、議会選出による監査委員の人事案について、令和５年第
１回幸手市議会臨時会に続き、第２回幸手市議会定例会においても、市長に対し
積極的に提案を促すことをせず、会期中を通じて人事案提出に前向きに関与し
なかった。
　この間、３会派の代表者から、議長が調整を図るべきで、今議会中に必ず監査
委員を選任するよう申し入れを行ったにもかかわらず、議会が混乱しただけで
結果的に会期中の選任には至らなかった。
　これにより、今後予定されている令和４年度決算審査は、代表監査委員１名で
対応しなければならず、適正な監査業務に重大な支障をきたす危険性が高まっ
た。
　このように、議会の中心となって議員を取りまとめるべき立場であるにもか
かわらず、監査委員が選出されなかったことは指導力不足であり、前代未聞の事
態となった。
　また、会派代表者からの申入れにも耳を傾けない姿勢は、議長として全く不適
格であり、今後の議会運営を委ねることはできない。
　よって枝久保喜八郎議長に対し不信任を決議するものである。

決議案第２号　

枝久保喜八郎議員の議長不信任決議案

６
月
定
例
議
会

一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
３
号
）
含
む
、市
長
提
出
議
案
４
件
を
可
決

請
願
第
１
号
　
学
校
給
食
の
完
全
無
償
化
に
関
す
る
件
　
不
採
択

請
願
第
２
号
　
18
才
ま
で
の
医
療
費
を
無
料
化
に
関
す
る
こ
と
を
求
め
る
件
　
不
採
択

追
加
議
案
第
38
号
　
監
査
委
員
の
選
任
に
つ
い
て
　
不
同
意

決
議
案
第
２
号
　
枝
久
保
喜
八
郎
議
員
の
議
長
不
信
任
決
議
　
可
決

反
対
討
論

質
疑

　
議
会
全
体
の
責
任
で
、
議
会
選
出
の

監
査
委
員
を
出
す
こ
と
を
、
今
議
会
で

で
き
な
か
っ
た
と
い
う
の
は
、
自
分
た

ち
全
員
が
責
任
を
取
ら
な
け
れ
ば
い
け

な
い
こ
と
で
す
。
で
す
か
ら
、
議
長
だ

け
の
責
任
に
し
て
い
い
の
か
ど
う
な
の

か
伺
い
ま
す
。

答
弁

　
考
え
が
違
う
と
思
い
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　坂
本

　達
夫

　
議
長
不
信
任
決
議
（
案
）
に
反
対
す

る
立
場
か
ら
討
論
を
行
い
ま
す
。

　
監
査
委
員
選
任
に
つ
い
て
、
議
長
の

指
導
力
不
足
に
よ
っ
て
、
監
査
委
員
が

選
出
さ
れ
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
、
議
長

の
責
任
だ
と
い
う
。

　
し
か
し
、
考
え
て
み
れ
ば
、
我
々
議

員
は
、
監
査
委
員
選
出
に
つ
い
て
、
議

長
に
ど
れ
だ
け
協
力
し
た
の
か
、
選
出

で
き
な
か
っ
た
こ
と
に
我
々
議
員
に
も

大
き
な
責
任
が
あ
り
ま
す
。

　
よ
っ
て
、
選
出
で
き
な
か
っ
た
こ
と

の
責
任
を
議
長
一
人
に
押
し
付
け
る
議

長
不
信
任
決
議
に
反
対
し
ま
す
。

答

　弁

質

　疑

提出者　小河原浩和
賛成者　青木　　章
　　　　松田　雅代
　　　　髙野　優一
　　　　宮澤　大地
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本会議質疑内容本会議質疑内容本会議質疑内容本会議質疑内容本会議質疑内容本会議質疑内容本会議質疑内容本会議質疑内容本会議質疑内容本会議質疑内容

　
令
和
５
年
５
月
16
日
、
議
会
改
選
後

初
の
臨
時
議
会
（
会
期
１
日
）
が
開
催

さ
れ
、
議
長
・
副
議
長
、
議
会
運
営
委

員
の
選
任
に
つ
い
て
、
常
任
委
員
の
選

任
に
つ
い
て
、
利
根
川
栗
橋
流
域
水
防

事
務
組
合
議
会
議
員
の
選
挙
に
つ
い
て
、

広
域
利
根
斎
場
組
合
議
員
の
選
挙
に
つ

い
て
、
埼
玉
東
部
消
防
組
合
議
会
議
員

の
選
挙
に
つ
い
て
等
の
議
会
構
成
（
前

掲
載
）
を
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

　
市
長
提
出
議
案
で
は
、
専
決
処
分
４

件
（
幸
手
市
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例
、
幸
手
市
都
市
計
画
税
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例
、
幸
手
市
国
民

健
康
保
険
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例
、
令
和
５
年
度
幸
手
市
一
般
会
計

補
正
予
算
（
第
２
号
））
の
承
認
を
求

め
る
こ
と
に
つ
い
て
、
令
和
４
年
度
中

に
設
定
し
た
６
件
（
事
故
繰
り
越
し
１

件
含
む
）
の
繰
越
明
許
事
業
に
関
す
る

繰
り
越
し
計
算
書
の
報
告
が
あ
り
ま
し

た
。

　
６
月
定
例
会
は
、
６
月
１
日
か
ら
22

日
間
の
日
程
で
開
か
れ
、
市
長
提
出
議

案
、
第
34
号 

幸
手
市
税
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例
、
第
35
号 

幸
手
市
印
鑑

登
録
及
び
証
明
に
関
す
る
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例
、
第
36
号 

令
和
５

年
度
幸
手
市
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第

３
号
）、
第
37
号 

固
定
資
産
評
価
員
の

選
任
に
つ
い
て
の
４
件
を
可
決
・
同
意

し
ま
し
た
。
請
願
第
１
号 

学
校
給
食

の
完
全
無
償
化
に
関
す
る
件
、
請
願
第

２
号 

18
歳
ま
で
の
医
療
費
を
完
全
無

料
化
に
関
す
る
こ
と
を
求
め
る
件
は
審

査
の
結
果
、
不
採
択
と
な
り
ま
し
た
。

ま
た
、
追
加
議
案
と
な
っ
た
監
査
委
員

の
選
任
に
つ
い
て
は
不
同
意
と
な
り
ま

し
た
。
さ
ら
に
、
議
会
最
終
日
の
22
日

決
議
案
第
２
号
枝
久
保
喜
八
郎
議
長
に

対
す
る
不
信
任
決
議
案
が
提
出
さ
れ
可

決
さ
れ
ま
し
た
。

質

　疑

改
選
後
　初
の
臨
時
議
会

　枝久保喜八郎議長は、議会選出による監査委員の人事案について、令和５年第
１回幸手市議会臨時会に続き、第２回幸手市議会定例会においても、市長に対し
積極的に提案を促すことをせず、会期中を通じて人事案提出に前向きに関与し
なかった。
　この間、３会派の代表者から、議長が調整を図るべきで、今議会中に必ず監査
委員を選任するよう申し入れを行ったにもかかわらず、議会が混乱しただけで
結果的に会期中の選任には至らなかった。
　これにより、今後予定されている令和４年度決算審査は、代表監査委員１名で
対応しなければならず、適正な監査業務に重大な支障をきたす危険性が高まっ
た。
　このように、議会の中心となって議員を取りまとめるべき立場であるにもか
かわらず、監査委員が選出されなかったことは指導力不足であり、前代未聞の事
態となった。
　また、会派代表者からの申入れにも耳を傾けない姿勢は、議長として全く不適
格であり、今後の議会運営を委ねることはできない。
　よって枝久保喜八郎議長に対し不信任を決議するものである。

決議案第２号　

枝久保喜八郎議員の議長不信任決議案

６
月
定
例
議
会

一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
３
号
）
含
む
、市
長
提
出
議
案
４
件
を
可
決

請
願
第
１
号
　
学
校
給
食
の
完
全
無
償
化
に
関
す
る
件
　
不
採
択

請
願
第
２
号
　
18
才
ま
で
の
医
療
費
を
無
料
化
に
関
す
る
こ
と
を
求
め
る
件
　
不
採
択

追
加
議
案
第
38
号
　
監
査
委
員
の
選
任
に
つ
い
て
　
不
同
意

決
議
案
第
２
号
　
枝
久
保
喜
八
郎
議
員
の
議
長
不
信
任
決
議
　
可
決

反
対
討
論

質
疑

　
議
会
全
体
の
責
任
で
、
議
会
選
出
の

監
査
委
員
を
出
す
こ
と
を
、
今
議
会
で

で
き
な
か
っ
た
と
い
う
の
は
、
自
分
た

ち
全
員
が
責
任
を
取
ら
な
け
れ
ば
い
け

な
い
こ
と
で
す
。
で
す
か
ら
、
議
長
だ

け
の
責
任
に
し
て
い
い
の
か
ど
う
な
の

か
伺
い
ま
す
。

答
弁

　
考
え
が
違
う
と
思
い
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　坂
本

　達
夫

　
議
長
不
信
任
決
議
（
案
）
に
反
対
す

る
立
場
か
ら
討
論
を
行
い
ま
す
。

　
監
査
委
員
選
任
に
つ
い
て
、
議
長
の

指
導
力
不
足
に
よ
っ
て
、
監
査
委
員
が

選
出
さ
れ
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
、
議
長

の
責
任
だ
と
い
う
。

　
し
か
し
、
考
え
て
み
れ
ば
、
我
々
議

員
は
、
監
査
委
員
選
出
に
つ
い
て
、
議

長
に
ど
れ
だ
け
協
力
し
た
の
か
、
選
出

で
き
な
か
っ
た
こ
と
に
我
々
議
員
に
も

大
き
な
責
任
が
あ
り
ま
す
。

　
よ
っ
て
、
選
出
で
き
な
か
っ
た
こ
と

の
責
任
を
議
長
一
人
に
押
し
付
け
る
議

長
不
信
任
決
議
に
反
対
し
ま
す
。

答

　弁

質

　疑

提出者　小河原浩和
賛成者　青木　　章
　　　　松田　雅代
　　　　髙野　優一
　　　　宮澤　大地
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こんな審査がされましたこんな審査がされましたこんな審査がされましたこんな審査がされましたこんな審査がされました

現
在
の
住
民
基
本
台
帳
に
掲
載
さ
れ
て

い
る
市
民
を
対
象
に
考
え
て
い
る
。

　
配
布
予
定
日
は
、
10
月
1
日
か
ら
使

用
で
き
る
よ
う
に
考
え
て
お
り
、
使
用

で
き
る
店
舗
に
つ
い
て
は
、
昨
年
度
、

実
施
し
た
事
業
で
は
2
8
8
店
舗
、
使

用
で
き
た
の
で
再
度
募
集
す
る
が
、
同

様
の
数
に
な
る
か
と
考
え
て
い
る
。
な

お
、
現
時
点
に
お
い
て
は
、
昨
年
度
同

様
大
型
ス
ー
パ
ー
等
で
は
使
え
な
い
も

の
と
考
え
て
い
る
。

問
　
商
店
街
街
路
灯
電
気
料
補
助
金
1

1
5
万
4
千
円
の
内
容
に
つ
い
て
は
。

答
　
商
店
街
街
路
灯
電
気
料
金
補
助
金

の
支
払
い
は
、
街
路
灯
環
境
整
備
組
合

と
い
う
団
体
に
で
あ
り
、
そ
の
団
体
が

市
内
に
18
団
体
あ
る
。
そ
の
団
体
に
支

払
っ
て
い
る
。

　
環
境
整
備
組
合
は
、
例
え
ば
、
上
高

野
地
区
に
は
上
高
野
環
境
整
備
組
合
が

あ
る
。
ま
た
、
幸
手
駅
前
通
り
環
境
整

備
組
合
、
行
幸
長
倉
環
境
整
備
組
合
な

ど
、
あ
る
程
度
の
地
区
で
ま
と
ま
っ
て

環
境
整
備
組
合
を
作
り
地
区
で
一
緒
に

街
路
灯
管
理
を
し
て
い
る
団
体
も
あ
る
。

問
　
畜
産
飼
料
価
格
高
騰
対
策
事
業
補

助
金
2
万
3
千
円
の
根
拠
に
つ
い
て
は
。

答
　
酪
農
経
営
体
と
し
て
は
、
一
軒
で

あ
り
、
国
の
配
合
飼
料
価
格
安
定
制
度

に
加
入
し
て
い
る
。
そ
の
加
入
に
際
し

酪
農
家
自
身
の
負
担
分
が
負
担
金
と
し

て
、
1
ト
ン
当
た
り
6
０
０
円
と
な
り
、

購
入
量
に
自
己
負
担
分
を
か
け
た
も
の

が
酪
農
家
の
負
担
額
に
な
る
。

　
そ
の
6
百
円
の
う
ち
半
分
が
補
助
金

額
と
な
り
、
単
価
3
０
０
円
に
対
し
て
、

今
年
度
の
購
入
契
約
料
が
75
ト
ン
に
な

る
こ
と
か
ら
、
今
回
、
2
万
3
千
円
の

計
上
と
な
っ
た
。

問
　
ハ
ッ
ピ
ー
エ
ー
ル
応
援
券
事
業
に

つ
い
て
、
配
布
対
象
者
、
配
布
予
定
日
、

お
よ
び
使
用
で
き
る
店
舗
の
内
容
に
つ

い
て
は
。

答
　
対
象
者
は
、
令
和
5
年
8
月
1
日

文
教
厚
生
常
任
委
員
会

建
設
経
済
常
任
委
員
会

る
が
、
電
気
代
の
高
騰
を
受
け
て
、
こ

の
６
割
補
助
を
８
割
補
助
に
す
る
た
め

の
経
費
を
計
上
し
た
も
の
で
あ
る
。

問
　
低
所
得
世
帯
臨
時
特
別
給
付
金
の

対
象
世
帯
と
給
付
額
は
。

答
　
国
の
電
力
・
ガ
ス
・
食
料
品
等
価

格
高
騰
重
点
支
援
地
方
交
付
金
の
低
所

得
世
帯
支
援
枠
を
活
用
し
た
も
の
で
、

令
和
５
年
度
住
民
税
均
等
割
非
課
税
世

帯
お
よ
び
予
期
せ
ず
家
計
が
急
変
し
、

世
帯
員
全
員
の
そ
れ
ぞ
れ
の
年
間
収
入

見
込
額
が
住
民
税
均
等
割
非
課
税
水
準

相
当
額
以
下
と
な
っ
た
世
帯
に
一
律
３

万
円
を
給
付
す
る
も
の
で
あ
る
。

問
　
医
療
機
関
等
光
熱
費
等
高
騰
対
策

支
援
金
８
７
９
万
円
の
対
象
機
関
は
。

答
　
支
援
金
の
対
象
機
関
は
、
病
院
が

５
か
所
、
診
療
所
の
中
で
ベ
ッ
ド
を

持
っ
て
い
る
有
床
の
診
療
所
が
２
か
所
、

ベ
ッ
ド
を
持
た
な
い
無
床
の
診
療
所
が

21
か
所
、
歯
科
医
院
が
30
か
所
、
薬
局

が
23
か
所
、
合
計
81
か
所
で
あ
る
。

問
　
個
人
番
号
カ
ー
ド
を
ス
マ
ー
ト

フ
ォ
ン
で
表
示
で
き
る
と
い
う
内
容
に

つ
い
て
は
。

答
　
現
在
、
個
人
番
号
カ
ー
ド
を
使
用

し
て
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
で
印
鑑

登
録
証
明
書
を
取
得
す
る
こ
と
が
で
き

る
が
、
そ
れ
に
加
え
て
、
ス
マ
ー
ト

フ
ォ
ン
を
使
用
し
て
印
鑑
登
録
証
明
書

を
取
得
で
き
る
よ
う
に
改
正
を
行
う
も

の
で
あ
る
。

問
　
街
路
灯
に
対
す
る
電
気
料
補
助
金

３
５
７
万
２
千
円
の
内
容
に
つ
い
て
は
。

答
　
幸
手
市
街
路
灯
に
対
す
る
電
気
料

補
助
事
業
の
中
で
実
施
し
て
い
る
も
の

で
、
自
治
会
等
が
設
置
し
て
い
る
街
路

灯
に
係
る
電
気
料
を
６
割
補
助
し
て
い

問答問答

答 問答 問

答

幸
手
市
印
鑑
登
録
及
び
証
明

に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
 （議
案
第
35
号
）

令
和
5
年
度
幸
手
市
一
般
会

計
補
正
予
算

 （
第
3
号
）

 

（
議
案
第
36
号
）

令
和
5
年
度
幸
手
市
一
般
会

計
補
正
予
算

 （
第
3
号
）

 

（
議
案
第
36
号
）

答答 問問

問 問
　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対

応
地
方
創
生
臨
時
交
付
金
の
使
途
に
つ

い
て
は
。

答
　
一
つ
目
は
、
低
所
得
者
の
特
別
給

付
金
と
し
て
3
万
円
を
５
５
０
０
世
帯

に
。
二
つ
目
に
は
、
国
か
ら
推
奨
さ
れ

た
事
業
と
し
て
、
物
価
高
騰
と
食
料
費

高
騰
に
対
応
す
る
事
業
に
予
算
を
編
成

し
た
。

問
　
会
計
年
度
任
用
職
員
報
酬
の
内
訳

に
つ
い
て
は
。

答
　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
交
付
事
業

に
2
名
分
（
1
日
7
時
間
、
週
5
日
、

8
・
9
月
の
2
か
月
分
で
77
万
３
５
０

０
円
）。ま
た
、
低
所
得
世
帯
特
別
給
付

金
支
給
事
業
に
つ
い
て
は
、
2
名
分

（
1
日
7
時
間
、
週
4
日
、
7
月
か
ら

令
和
6
年
2
月
ま
で
の
8
か
月
間
を
予

定
と
し
て
２
４
１
万
3
３
２
０
円
）。合

計
３
１
８
万
7
千
円
を
計
上
し
て
い
る
。

問
　
特
定
小
型
原
動
機
付
自
転
車
の
軽

自
動
車
税
種
別
区
分
の
見
直
し
の
内
容

に
つ
い
て
は
。

答
　
こ
れ
ま
で
は
、
50
㏄
以
下
、
あ
る

い
は
0.6
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下
の
も
の
は
、

電
動
キ
ッ
ク
ボ
ー
ド
で
あ
っ
て
も
同
じ

区
分
の
原
動
機
付
自
転
車
と
し
て
の
扱

い
だ
っ
た
が
、
令
和
5
年
7
月
1
日
か

ら
の
法
改
正
に
よ
り
、
電
動
キ
ッ
ク

ボ
ー
ド
に
対
し
て
、
特
定
小
型
原
動
機

付
き
自
転
車
と
い
う
新
た
な
区
分
が
設

け
ら
れ
た
。

　
改
正
に
伴
う
変
更
点
と
し
て
、
こ
れ

ま
で
必
須
と
さ
れ
て
い
た
運
転
免
許
証

が
不
要
と
な
り
、
ヘ
ル
メ
ッ
ト
の
着
用

に
つ
い
て
は
必
須
か
ら
任
意
（
努
力
義

務
）
へ
変
更
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
ま
た
、
車
道
の
み
と
さ
れ
て
い
た
走

行
場
所
が
自
動
車
専
用
道
路
も
走
行
可

と
な
る
ほ
か
、
ナ
ン
バ
ー
プ
レ
ー
ト
は
、

車
体
に
合
わ
せ
た
安
全
性
を
加
味
し
、

小
さ
な
ナ
ン
バ
ー
プ
レ
ー
ト
が
交
付
さ

れ
る
こ
と
に
な
る
。

総
務
常
任
委
員
会

答

答 問

問答 問

　
　
　
　
　
　
　
　大
平

　泰
二

　
市
の
給
食
費
補
助
制
度
で
は
現
在
給

食
費
補
助
金
と
し
て
２
０
７
６
万
４
０

２
７
円
を
支
出
し
て
お
り
、
ほ
か
に
も

就
学
援
助
給
食
費
と
し
て
２
７
９
８
万

５
７
６
２
円
を
支
援
し
て
い
る
と
こ
ろ

で
す
。

　
市
の
現
在
の
学
校
給
食
費
補
助
制
度

は
、
平
成
25
年
度
よ
り
保
護
者
の
経
済

的
負
担
の
軽
減
を
目
的
と
し
ま
し
て
実

施
し
て
い
る
事
業
で
す
。
事
業
を
開
始

し
て
10
年
目
を
迎
え
て
お
り
、
保
護
者

の
方
々
か
ら
も
、
第
１
子
も
補
助
対
象

に
し
て
ほ
し
い
な
ど
の
ご
意
見
や
ご
要

望
も
寄
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
学
校
給
食
無
償
化
を
学
校
教
育
の
一

環
と
し
て
、
ま
た
保
護
者
の
経
済
的
負

担
の
軽
減
、
少
子
化
対
策
や
人
口
減
少

対
策
と
し
て
位
置
付
け
る
こ
と
は
重
要

で
す
。

　
政
府
も
令
和
５
年
３
月
31
日
少
子
化

対
策
の
た
た
き
台
と
し
て
給
食
費
の
無

償
化
を
正
式
に
公
表
し
ま
し
た
。

　
完
全
無
料
化
に
な
り
ま
す
と
、
令
和

４
年
５
月
現
在
の
幸
手
市
の
児
童
生
徒

数
３
２
３
８
人
に
よ
り
算
出
い
た
し
ま

す
と
給
食
費
費
用
は
１
億
５
９
９
６
万

円
と
な
り
、
こ
れ
を
毎
年
一
般
財
源
で

負
担
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
の
で
、
財

政
的
に
は
か
な
り
難
し
い
も
の
と
な
り

ま
す
が
、
財
源
的
に
は
可
能
で
す
。

　
子
ど
も
医
療
費
の
無
料
化
は
子
育
て

政
策
の
中
で
も
命
と
健
康
に
関
わ
る
重

要
な
課
題
で
す
。

　
幸
手
市
で
は
通
院
入
院
と
も
に
中
学

校
終
了
ま
で
の
医
療
費（
保
険
診
療
分
）

が
病
院
や
薬
局
の
窓
口
で
支
払
う
額
が

無
料
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
埼
玉
県
で
は
熊
谷
市
、
行
田
市
、
秩

父
市
、
本
庄
市
、
東
松
山
市
、
鴻
巣
市
、

深
谷
市
、
桶
川
市
、
北
本
市
、
蓮
田
市
、

白
岡
市
等
の
11
市
で
18
歳
ま
で
の
医
療

費
無
料
化
を
実
施
し
て
い
ま
す
。
幸
手

市
で
も
18
歳
ま
で
の
医
療
費
無
料
化
を

実
施
す
る
た
め
に
は
２
３
８
０
万
円
必

要
と
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
も
財
源
的
に

は
可
能
で
す
。

学
校
給
食
無
償
化
を
求
め
る
請
願
と

子
ど
も
医
療
費
の
無
料
化
を
求
め
る
請
願

賛
成
討
論

幸
手
市
税
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例（
議
案
第
34
号
）

令
和
5
年
度
幸
手
市
一
般
会

計
補
正
予
算

 （
第
3
号
）

 

（
議
案
第
36
号
）

（7） 〔市議会だよりさって〕No.107〔市議会だよりさって〕No.107 （6）


